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保険金の支払時に限定支払条項を適用しなかった保険会社の代位の範囲

事実の概要

　Ｘ（原告・控訴人・上告人）は、平成 30 年 5 月
に、訴外Ａが使用者として登録されている普通乗
用自動車を運転して、Ｙ株式会社（被告・被控訴人・
被上告人）が所有管理する駐車場に進入した際に
路面の陥没に右前輪が入り込み、その衝撃により
腰椎椎間板ヘルニア等の傷害を負った（以下「本
件事故」という。）。Ｘには当該陥没の発見が遅れ
た過失があり、Ｘの過失割合は 2割である。また、
Ｘには、本件事故の前から、第 5腰椎と第 1仙
椎の間の椎間板の変性が生じており、上記腰椎椎
間板ヘルニアは、当該変性に本件事故による外力
が加わったことにより生じたものである。
　Ａは、本件事故当時、訴外Ｂ保険会社との間で、
人身傷害（以下「人傷」という。）条項のある普通
保険約款（以下「本件約款」という。）が適用され
る自動車保険契約を締結しており、Ｘは人傷条項
に係る被保険者であった。本件約款中の人傷条項
には、次のような定めがあった。
　(1)　Ｂは、日本国内において、自動車の運行
に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来
の事故により、被保険者が身体に傷害を被ること
によって被保険者等に生じた損害に対し、人身傷
害保険金を支払う。
　(2)　被保険者が上記傷害を被った時に既に存
在していた身体の障害又は疾病の影響により、上
記傷害が重大になった場合には、Ｂは、その影響
がなかったときに相当する金額を支払う（以下「本
件限定支払条項」という。）。
　Ｘは、令和 2年 1 月までに、Ｂから本件約款

中の人傷条項に基づき、人傷保険金として 666
万 3789 円の支払を受けた。なお、本件限定支払
条項の適用はなされていない。その後、Ｘは損害
賠償請求訴訟を、Ｂは求償権請求訴訟を、Ｙに対
して提起し、両訴訟は併合され、Ｘの素因減額と
Ｂの代位取得の範囲等について争われた。
　第一審（仙台地判令 4・4・21LEX/DB25624916）
は素因減額を否定したが、控訴審（仙台高判令 5・
6・13LEX/DB25624917）は素因減額を認め、人傷
保険金は素因減額された損害額に対して支払われ
たものと認められ、また、過失相殺前の損害額を
填補するものであるから、Ｘの過失相殺前の損害
に対して支払われたものであるとし、人傷保険金
の額と過失相殺後の損害額との合計額から、過失
相殺前の損害額を控除した残額の範囲で、ＢはＸ
のＹに対する損害賠償請求権を代位取得すると判
示した。Ｘ上告。

判決の要旨

　「人身傷害保険金は、被保険者の既存の身体の
障害又は疾病による影響に係る部分を除いた損害
を填補する趣旨・目的の下で支払われるものであ
るということができる。したがって、上記人身傷
害条項の被保険者である被害者に対する加害行為
と加害行為前から存在していた被害者の疾患とが
共に原因となって損害が発生した事案について、
裁判所が、損害賠償の額を定めるに当たり、民法
722 条 2項の過失相殺の規定を類推適用して、上
記疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合に
おいて、上記疾患が本件限定支払条項にいう既存
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の身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に
支払われた人身傷害保険金は、上記疾患による影
響に係る部分を除いた損害を填補するものと解す
べきである。」「上記疾患が本件限定支払条項にい
う既存の身体の障害又は疾病に当たるときは、被
害者に対して人身傷害保険金を支払った訴外保険
会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減
額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限
度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権
を代位取得すると解するのが相当である。このこ
とは、訴外保険会社が人身傷害保険金の支払に際
し、本件限定支払条項に基づく減額をしたか否か
によって左右されるものではない。」
　なお、林道晴裁判官の補足意見がある。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、人傷保険の保険会社（以下「人傷社」
という。）が被保険者に対し本件限定支払条項の
適用なしに人傷保険金を支払った場合であって
も、被害者である被保険者が加害者に対して提起
した損害賠償請求訴訟において、被保険者の事故
前の疾患の存在により素因減額が認められ、当該
疾患が本件限定支払条項にいう既存の身体の障害
又は疾病に当たると判断されたときは、人傷社は
支払った人傷保険金の額と素因減額後の損害額の
うちいずれか少ない額を限度として、被保険者の
加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する旨
を判示したものである。本判決は、後述する従来
の下級審裁判例で争いのあった論点について、最
高裁判所として初めて判断を下した点で重要な意
義を有する１）。

　二　素因減額
　本件で問題となっている素因減額とは、賠償
義務者による加害行為により損害が発生したとこ
ろ、被害者の素因（一般的に、病気や障害を被りや
すい素質、既往症・疾病、年齢や事故等による器質的
変化や機能障害といったもの２））がその損害の発生
又は拡大に寄与する場合、賠償義務者に発生又は
拡大した損害の全額を賠償させるのは公平ではな
いことから、民法 722 条を類推適用して、損害
が拡大した被害者の素因を考慮し損害の拡大に寄
与した度合いに応じて賠償義務者に損害を賠償さ

せるというものである３）。被害者の素因としては、
①心因的素因と体質的素因とがあり、体質的素因
はさらに②疾患と③身体的特徴に分けることがで
きる４）。このうち、判例は、①心因的素因と②疾
患に関しては、それらの影響により損害が発生又
は拡大した場合に、賠償義務者が負う損害額から
その影響を斟酌すべきであると判断している５）。
本件は、被疑者の既存の疾患といった身体的素因
について素因減額が認められた事例である。

　三　人傷保険と限定支払条項
　人傷保険とは、被保険者が自動車事故により身
体に傷害を被った場合に、保険契約で定める人傷
条項損害額基準により算定される損害額（人傷基
準損害額）に基づいて保険金を支払うものであり、
傷害損害保険契約であると解されている６）。この
保険により被害者である被保険者は、加害者に賠
償請求をしなくても保険金の支払を受けることが
でき、また加害者に対する賠償請求では過失相殺
が認められる場合でも、それに対応する減額がさ
れずに保険金の支払を受けることができる７）。た
だし、人傷保険を含む傷害保険には、通常、本件
のような限定支払条項が設けられている。限定支
払条項は、保険事故との間に相当因果関係の認め
られない身体障害・疾病等の影響により、後遺障
害の程度がより重大になったと評価できる場合に
は、当該事由を考慮せずに損害額を算定するもの
である８）。傷害保険は傷害に対する保護の提供を
目的とすることから、当該条項により疾病の影響
がある場合を一定の範囲において保険保護の対象
から除外することを意図したものであり、疾病保
険において保険金支払の対象になるべきものが傷
害保険に取り込まれることの防止を図ったもので
ある９）。
　また、人傷保険では、保険者の請求権代位（保
険法 25 条）が認められており、保険者が被保険
者に人傷保険金を支払った場合、被保険者が加害
者に対して有する損害賠償請求権の全部又は一
部を保険者は代位取得することができる。ただ
し、保険者の代位取得する範囲について、最判平
24・2・20 民集 66 巻 2 号 742 頁 10）では、保険
者は、支払った保険金額と被保険者の加害者に対
する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額
が民法上認められる過失相殺前の損害額（裁判基
準損害額）を上回る場合に限り、その上回る部分
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に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に
対する損害賠償請求権を代位取得するものと解さ
れている。被保険者が提起した加害者に対する損
害賠償請求訴訟において素因減額が認められた場
合、全体の損害額から素因減額がなされ、その後
その額に過失相殺がなされるため 11）、この「民
法上認められる過失相殺前の損害額」とは、❶素
因減額前の損害額なのか、それとも❷素因減額後、
過失相殺前の損害額なのかで争いとなる。両者を
比べると、❶の損害額の方が大きくなるので、保
険者の代位の範囲は狭くなり、被保険者側が多く
の損害賠償請求金額を取得する可能性は高くな
る 12）。そこで、被保険者は❶を主張し、人傷社
は❷を主張するため、争いが生じていた。

　四　裁判例と学説
　１　従来の下級審裁判例
　従来の下級審裁判例では、被害者である被保険
者が提起した訴訟において、加害者に対する損害
賠償請求額に素因減額が認められた場合には、人
傷保険金の素因減額部分への優先充当を認めない
とするものが多かった 13）。他方で、人傷保険金
が素因減額部分に優先的に充当されることを認め
た事例として、大阪地判平 25・10・3自保ジャー
ナル 1918 号 158 頁があるが、同事例には、人傷
社と被保険者との間で、人傷保険金を素因減額部
分に充当する旨の個別合意がなされていたという
特別な事情があった。これに対して、広島高判令
3・1・29 自保ジャーナル 2089 号 11 頁 14）では、
個別同意がなかったにもかかわらず、人傷社が代
位取得する「被保険者等の取得した債権の額か
ら、保険金が支払われてない損害の額を差し引い
た額」は、保険金請求権者の過失の有無、割合に
かかわらず、保険金の支払によって民法上認めら
れるべき過失相殺前の損害額を確保することがで
きるように解すべきであり、訴訟上、素因減額が
されたとしても、少なくとも保険金支払の際に、
限定支払条項を適用することなく算定された保険
金が支払われた事案における代位の場面において
は、被害者が素因減額前の損害額を確保できるよ
うに解するのが相当であると判示している。
　２　学説
　本判決と同様に、素因減額部分への優先充当を
否定する立場は、①人傷保険は疾病リスクを除外
するために過失相殺と素因減額を分けて扱うこと

になっており、このような観点から限定支払条項
が挿入されているのであるから、その文言上にお
いて素因減額と過失相殺を同様に扱うことは解釈
論として無理があること 15）、②人傷保険において
は、過失相殺とは異なり、素因減額分については
支払保険金額に算入されるものではないこと 16）

等をその理由として示す。
　これに対して、素因減額部分への優先充当を肯
定する立場も存在する。例えば、前掲最判平 24・
2・20 の調査官解説は、「約款に素因減額の分に
ついての限定支払条項があったとしても……、代
位の場面では、被害者が被る実損をその過失の有
無、割合にかかわらずてん補するものという人傷
保険の趣旨・目的に照らし、本判決の示した法理
が適用されてよいと思われる」といった見解を示
す 17）。また、保険金の支払の段階で限定支払条
項を提供しなかったということは、保険者として
は、既存の疾病や障害が被保険者の傷害の程度に
影響しなかったと判断したにもかかわらず、後の
訴訟の段階で素因減額が認められたからといって
その利益を享受することは信義に反するという
見解もある 18）。さらに、人傷保険の趣旨や目的、
保険契約者保護の観点から、そもそも限定支払条
項の存在や適用自体に疑問を示す見解もある 19）。

　五　検討
　人傷保険を含む傷害保険は、傷害リスクを保険
担保の対象とし、疾病リスクを一切除外する観点
から、限定支払条項により、既存の障害又は疾病
によって拡大された損害については保険金の対象
外となることを明確に規定している。したがって、
加害者に対する損害賠償額の減額の対象となる素
因がこれに当てはまるのであれば 20）、そもそも
素因減額部分の損害については人傷保険金で填補
する対象ではない（そのような部分にまで人傷保険
金で担保する趣旨・目的の保険ではない）21）。したがっ
て、素因減額と過失相殺が別のものであると考え
る限り 22）、過失相殺分についてのみ支払の対象
とし、素因減額分を対象にしないといった商品設
計には何の問題もない。
　また、支払時に限定支払条項の適用がなかった
場合、後の請求権代位の段階で限定支払条項の存
在から素因減額部分の優先充当を否定することが
信義則等に反し妥当ではないとの指摘もあるが、
そもそも限定支払条項に含まれる既存の疾患や障
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害により拡大された損害は保険の担保範囲外であ
り、これを取得することは被保険者にとって不当
に利得していることになるのであるから、請求権
代位の段階でその分を調整すること自体に大きな
問題があるとは思えない 23）。確かに、限定支払
条項が認められる場面であれば、支払の段階で適
用される方が良いかもしれないが、それを常に人
傷社に求めることは酷であるし、むしろ望ましい
ことではない。というのも、保険金の支払の段階
で人傷社が限定支払条項の適用をしなかった場合
には、後の請求権代位の段階で素因減額された部
分（かつ限定支払条項に含まれる部分）の支払充当
を拒むことができない（請求権代位の範囲に含ま
れない）となるのでは、保険金の支払に際して限
定支払条項に含まれる部分があるか否かを調査し
なければならず、保険金の支払において従来より
も確実に時間と労力を必要とすることになる 24）。
これは簡易・迅速な保険金の支払を阻害すること
になり、人傷保険の利点を奪うことになる。
　したがって、以上の点から、人傷社が支払の段
階で限定支払条項を適用しなかったとしても、訴
訟の段階で素因減額が認められ、当該素因が限定
支払条項の適用範囲に含まれる場合は、素因減額
部分における優先充当を否定する旨の判断をした
本判決は妥当であるといえる。
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判決については、肥塚肇雄「判批」損保研究 76 巻 4 号
（2015 年）401 頁以下、甘利公人「判批」新美育文＝山
本豊＝古笛恵子編『交通事故判例百選〔第 5版〕』（有斐閣、
2017 年）222 頁以下参照。また、大阪地判平 25・11・
21 交民集 46 巻 6 号 1479 頁、神戸地判平 26・12・22
交民集 47 巻 6号 1593 頁、仙台高判平 29・11・24 自保
ジャーナル 2022 号 1頁、広島地判令 2・6・26 自保ジャー
ナル 2089 号 20 頁、大阪地判令 5・3・28 自保ジャーナ
ル 2152 号 67 頁。

14）同判決については、原弘明「判批」損保研究 84 巻 3
号（2022 年）101 頁以下参照。

15）甘利・前掲注 13）223 頁。
16）山下・前掲注６）418 頁。
17）榎本・前掲注 10）261 頁注 7。
18）佐野・前掲注４）244 頁。原・前掲注 14）114 頁も、
支払の段階で人傷社が限定支払条項を適用しなかった以
上、素因減額部分は既に填補されていると指摘する。

19）新美育文「人身傷害補償保険によって填補される『損
害』とは」（公財）交通事故紛争処理センター編『交通
事故紛争処理の法理』（ぎょうせい、2014 年）579 頁以
下、藤村和夫「人身傷害保険と素因減額」五十嵐敬喜＝
近江幸治＝楜澤能生『民事法学の歴史と未来』（成文堂、
2014 年）97 頁、肥塚・前掲注 13）423 頁参照。

20）素因減額が認められたとしても、それが常に限定支払
条項の適用対象になるとは限らない。肥塚・前掲注 13）
422 頁、山下②・前掲注１）90 頁。ただし、同 90 頁注
29 は、多くのケースでは一致すると指摘する。

21）肥塚・前掲注 13）423 頁は、素因減額部分の損害の額
も含めて保険契約に基づき支払われるとすれば、それは
保険契約者の支払った保険料の額との均衡が維持できな
いのではないかと指摘する。

22）同様の取扱いをすべきだと指摘するものとして、藤村・
前掲注 19）97 頁参照。これに対し、両者の違いを明確
に説明するものとして、西内・前掲注１）参照。

23）山下②・前掲注１）89 頁は、約款の読替規定の趣旨を
重視する。さらに、素因減額が認められ、限定支払条項
に該当しても、既払いの保険金の一部につき不当利得返
還請求は認められないと指摘する。同 90 頁。

24）山下②・前掲注１）89 頁参照。


